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日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

域
の
指
定
…
…
…（
環
境
局
多
摩
環
境
事
務
所
環
境
改
善
課
）…
�

告

示
（
選
）

○
東
京
都
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分

の
一
の
数
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

○
東
京
都
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
う
ち
の

八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四

十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の

一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
…
…
…
…
…
…
…
�

○
東
京
都
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す

る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を

超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超

え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分

の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総

数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を

超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六

分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

公

告

○
土
地
収
用
法
施
行
令
に
基
づ
く
公
示
に
よ
る
通
知
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
都
収
用
委
員
会
）…
�

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
十
二
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
一
月
十
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
福
生
市
大
字
熊

川
及
び
あ
き
る
野
市
草
花
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

ふ
っ
素
及
び
そ
の

化
合
物

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物



令和6年1月11日（木曜日）東 京 都 公 報（第17978号） ２

告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
一
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条

第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
に
お
け
る

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
は
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

令
和
六
年
一
月
十
一
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

二
三
〇
、
四
九
二

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
六
条

第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地

方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法

律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
に
お
け

る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
う
ち
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八

分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
六
年
一
月
十
一
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

一
、
五
四
〇
、
五
七
三

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
八
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙

権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
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超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に

六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に

あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
六
年
一
月
十
一
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

選
挙
区
名

数

千
代
田
区
選
挙
区

１８,３２４

中
央
区
選
挙
区

４６,９３５

港
区
選
挙
区

６９,２２１

新
宿
区
選
挙
区

９１,７２３

文
京
区
選
挙
区

６１,９８９

台
東
区
選
挙
区

５８,１５４

墨
田
区
選
挙
区

７９,３４０

江
東
区
選
挙
区

１３８,５７７

品
川
区
選
挙
区

１１３,４８４

目
黒
区
選
挙
区

７８,３９１

大
田
区
選
挙
区

１７０,０８５

世
田
谷
区
選
挙
区

１９５,４２１

渋
谷
区
選
挙
区

６４,４１１

中
野
区
選
挙
区

９４,６８６

杉
並
区
選
挙
区

１４７,８１６

豊
島
区
選
挙
区

７７,３６８

北
区
選
挙
区

９７,０９６

荒
川
区
選
挙
区

５７,４１１

板
橋
区
選
挙
区

１４５,８６８

練
馬
区
選
挙
区

１６９,９８７

足
立
区
選
挙
区

１６１,７９５

葛
飾
区
選
挙
区

１２７,７５５

江
戸
川
区
選
挙
区

１５９,５２９

八
王
子
市
選
挙
区

１４５,６４４

立
川
市
選
挙
区

５１,８６２

武
蔵
野
市
選
挙
区

４１,５１９

三
鷹
市
選
挙
区

５２,８４９

青
梅
市
選
挙
区

３７,２４３

府
中
市
選
挙
区

７２,２２１

昭
島
市
選
挙
区

３１,７２１

町
田
市
選
挙
区

１２０,６２７

小
金
井
市
選
挙
区

３４,６１２

小
平
市
選
挙
区

５４,０３９

日
野
市
選
挙
区

５２,３５８

西
東
京
市
選
挙
区

５７,３６７

西
多
摩
選
挙
区

６８,４４３

南
多
摩
選
挙
区

６７,５１０

北
多
摩
第
一
選
挙
区

８５,８１０

北
多
摩
第
二
選
挙
区

５７,２５１

北
多
摩
第
三
選
挙
区

９０,０２３

北
多
摩
第
四
選
挙
区

５３,５８２

島
部
選
挙
区

６,７７９

公

告

土
地
収
用
法
施
行
令
に
基
づ
く
公
示
に
よ
る
通
知

土
地
収
用
法
施
行
令
（
昭
和
２６年

政
令
第
３４２号

）
第
６
条
の
２

の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
５
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、

下
記
の
と
お
り
公
示
に
よ
る
通
知
を
行
う
。

な
お
、
通
知
書
は
、
当
委
員
会
事
務
局
審
理
課
に
保
管
し
、
通
知

を
受
け
る
べ
き
者
に
い
つ
で
も
交
付
す
る
。
受
領
し
な
い
と
き
は
、

令
和
６
年
１
月
３１日

の
終
了
を
も
っ
て
そ
の
通
知
が
あ
っ
た
も
の
と

み
な
さ
れ
る
。

令
和
６
年
１
月
１１日

東
京
都
収
用
委
員
会

会
長

松
尾

弘

記

１
事
件
名

令
和
５
年
第
７
号
及
び
令
和
５
年
第
７
号
の
２

東
京
都
市
計
画
道
路
事
業
幹
線
街
路
環
状
第
５
の
１
号
線
の
た

め
の
土
地
収
用
事
件

２
通
知
書
の
名
称

審
理
の
開
催
に
つ
い
て
（
通
知
）

３
通
知
を
受
け
る
べ
き
者

住
所

不
明

た
だ
し
、
閉
鎖
登
記
簿
上
の
最
後
の
住
所
は
、
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
ウ
ォ
ル
ナ
ッ
ト

氏
名

山
田

鉄
雄

４
公
示
に
よ
る
通
知
に
係
る
土
地
の
所
在
及
び
地
番

東
京
都
豊
島
区
雑
司
が
谷
三
丁
目
１５番

３

５
公
示
に
よ
る
通
知
に
係
る
掲
示
の
事
実

⑴
掲
示
さ
れ
て
い
る
場
所

東
京
都
庁
内
の
総
務
局
掲
示
板
（
第
一
本
庁
舎
１
階
南
側
）

⑵
掲
示
を
始
め
た
年
月
日

令
和
６
年
１
月
１１日
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